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議案第162号 

 

公立大学法人大阪に係る第１期中期目標の一部変更について 

  

公立大学法人大阪に係る第１期中期目標（平成30年12月12日議決）の一部を次のように変更する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）のうち、その標

記部分が同一のものの改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定のように改め、その

標記部分が異なるものの改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものを削り、改正後欄に

掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加える。 

改正後 改正前 

前文 

大阪府及び大阪市は、豊かな人間性と高い

知性を備え応用力や実践力に富む優れた人材

の育成と真理の探究を使命とし、広い分野の

総合的な知識と高度な専門的学術を教授研究

するとともに、都市を学問創造の場と捉え、

社会の諸問題について英知を結集し、併せて

地域・産業界との連携のもと高度な研究を推

進し、その成果を社会へ還元することにより、

地域社会及び国際社会の発展に寄与すること

を目的として、公立大学法人大阪（以下「法

人」という。）を設立した。 

法人は、この目的を達成するため、大阪公

立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校

（以下「高専」という。）を設置し、在学する

者がいなくなる日までの間、存続する大阪府

立大学及び大阪市立大学（以下「両大学」と

いう。）と併せて管理運営する。 

前文 

大阪府及び大阪市は、豊かな人間性と高い

知性を備え応用力や実践力に富む優れた人材

の育成と真理の探究を使命とし、広い分野の

総合的な知識と高度な専門的学術を教授研究

するとともに、都市を学問創造の場と捉え、

社会の諸問題について英知を結集し、併せて

地域・産業界との連携のもと高度な研究を推

進し、その成果を社会へ還元することにより、

地域社会及び国際社会の発展に寄与すること

を目的として、公立大学法人大阪（以下「法

人」という。）を設立した。 

法人は、この目的を達成するため、大阪府

立大学、大阪市立大学及び大阪府立大学工業

高等専門学校（以下「高専」という。）の三つ

の高等教育機関を設置し、管理運営する。 

大阪府立大学と大阪市立大学（以下「両大

学」という。）においては、地方独立行政法人
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両大学においては、地方独立行政法人化以

降、各々の理事長のリーダーシップのもと、

一体的かつ戦略的な大学運営を目指して様々

な改革を行い、大学のプレゼンス向上に取り

組んできた。しかしながら、グローバル化や

少子化など大学を取り巻く社会情勢はめまぐ

るしく変化し、ますます大学間競争の激化が

見込まれている中、公立大学として、設立団

体たる大阪府及び大阪市が世界の都市間競争

を勝ち抜いていくためにも、大学の価値を一

層高めることが求められてきた。 

このような中、両大学においては、両大学

の統合により世界へ展開する高度研究型大学

を目指した「新・公立大学」大阪モデル（基

本構想）を取りまとめるなど、大学統合につ

いての検討を進め、大阪府、大阪市及び法人

の３者で「新大学基本構想」を策定した。 

新大学基本構想においては、大阪の発展を

けん引する「知の拠点」を目指すため、「教育」

「研究」「社会貢献」の３つの基本機能のさら

なる強化と併せて、大阪の都市課題の解決や

産業競争力の強化に貢献するため、「都市シン

クタンク機能」と「技術インキュベーション

機能」の２つの新たな機能を充実・強化する

とともに、特に、「スマートシティ」「パブリ

ックヘルス・スマートエイジング」「バイオエ

ンジニアリング」「データマネジメント」とい

った４つの戦略領域に重点的に取り組むこと

とした。加えて、高度な研究力を基盤とした

国際競争力の強化を目指す取組を展開するこ

ととした。 

化以降、各々の理事長のリーダーシップのも

と、一体的かつ戦略的な大学運営を目指して

様々な改革を行い、大学のプレゼンス向上に

取り組んできた。しかしながら、グローバル

化や少子化など大学を取り巻く社会情勢はめ

まぐるしく変化し、ますます大学間競争の激

化が見込まれている中、公立大学として、設

立団体たる大阪府及び大阪市が世界の都市間

競争を勝ち抜いていくためにも、大学の価値

を一層高めることが求められてきた。 

このような中、両大学においては、2015年

２月、両大学の統合により世界へ展開する高

度研究型大学を目指して「新・公立大学」大

阪モデル（基本構想）を取りまとめ、両大学

が有する人材などの資源を最大限に活用する

ことで、教育・研究・地域貢献という基本機

能の一層の向上を目指す方向性を示した。 

さらに、両大学の統合による新大学（以下

「新大学」という。）の設計に向けた大阪府、

大阪市及び両大学による検討の結果、大阪の

都市問題の解決や産業競争力の強化に貢献す

るため、「都市シンクタンク」と「技術インキ

ュベーション」の２つの新たな機能を充実・

強化することを2017年８月に打ち出した。 

これらの方向性に沿って、大阪府、大阪市

及び法人の３者で今般「新大学基本構想」を

取りまとめた。これに基づき、大阪の発展を

けん引する「知の拠点」となる新大学を2022

年度に設置する。 

法人は、この中期目標に基づき、大学統合

に向けた準備を進めつつ、それまでの間、両
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また、教育研究体制については、同種分野

の融合を着実に進めることや、新大学の強み

と特徴をより明確に打ち出すため、有限の人

材、財源、大学設備等の資源を最大限に有効

活用することにより、選択と集中の視点を入

れつつ、時代の要請に応じて学部、研究科等

の設置を検討することの方向性を示した。 

こうした方向性に基づき、大阪公立大学は、

両大学が有する教育研究資源を総合的かつ戦

略的に活用し、教育力、研究力、社会貢献力

を一層向上させることや、両大学が強みを持

つ分野の融合研究により大阪の都市課題の解

決や産業競争力の強化に貢献すること、選択

と集中による効率的かつ効果的な大学運営を

実現することなど、大学統合による効果を最

大限発揮させる。 

そして、この新大学基本構想に基づく取組

を進め、大阪公立大学は、公立大学としての

強みを存分に発揮し、世界水準の高度研究型

大学を目指す。 

法人は、新大学基本構想を踏まえたこの中

期目標に基づき、両大学及び高専のこれまで

の取組を継承・発展させながら、さらに、大

学統合による効果を最大限発揮させ、新しい

価値を創造し、大阪公立大学及び高専の価値

を向上させる。 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 大阪公立大学に関する目標 

⑴ 教育に関する目標 

ア 人材育成方針及び教育内容 

学士課程における全学共通の基幹

大学及び高専のこれまでの取組を継承・発展

させながら、法人統合によるガバナンスの強

化やシナジー効果を発揮させ、新しい価値を

創造し、両大学及び高専の価値を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ [同左] 

１ 大阪府立大学に関する目標 

  ⑴ 教育に関する目標 

   ア 人材育成方針及び教育内容 

     初年次教育の充実をはじめ、教養・
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教育や高度な専門教育の充実を図

り、複雑化・多様化し、急速に変化

する社会において、幅広い教養と高

い専門性を備え、地域社会から国際

社会まで幅広く活躍できる人材を育

成する。 

大学院教育の充実を図り、広い視

野に立って、専門分野における学術

の理論及び応用を教授するととも

に、産業界等と連携した教育も行い

ながら、基礎的・応用的研究をリー

ドできる研究者や、社会を支えけん

引する実践力を備えた高度専門職業

人を育成する。 

イ 教育の質保証 

ディプロマ・ポリシー、カリキュ

ラム・ポリシー及びアドミッション・

ポリシーに基づいた教育の自己点

検・評価を中心とする教育の内部質

保証システムを構築するとともに、

全学的なＦＤ（ファカルティ・ディ

ベロップメント）、ＳＤ（スタッフ・

ディベロップメント）に取り組むこ

とにより、教育力の一層の向上を図

り、質の高い教育活動を維持する。 

ウ 学生支援の充実等 

学生の資質・能力を育むために必

要な支援制度の充実や各種相談体制

の整備、学習環境の整備等を推進す

る。 

また、性別、年齢及び国籍の違い

基礎教育と専門教育の充実を図り、

複雑化・多様化し、急速に変化する

社会において、幅広い教養と高い専

門性を備え、地域社会だけでなく国

際社会で活躍できる人材を育成する

ための教育を展開する。専門職種の

国家試験の合格率の向上に引き続き

努めるとともに、公的機関や産業界

と連携した教育により実践力を兼ね

備えた人材の育成を目指す。 

   イ グローバル人材の育成 

     グローバル化された社会で活躍で

きる人材を育成するため、異文化理

解やコミュニケーション力などを重

視した教育を展開する。学生の国際

流動性を高めるため、海外からの留

学生の受入れや海外への留学に対す

る支援制度を充実する。 

   ウ 教育の質保証等 

     ディプロマポリシー、カリキュラ

ムポリシー及びアドミッションポリ

シーに基づいた教育の内部質保証の

ためのＰＤＣＡサイクルを構築す

る。個々の授業科目においても、各

教員がディプロマポリシー及びカリ

キュラムポリシーを踏まえ、教育の

改善に向けたＰＤＣＡサイクルを機

能させるための取組を推進する。ま

た、国際通用性の高い教育カリキュ

ラムを展開する教育体制の整備に取

り組む。 
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や障がいの有無など多様な個性や背

景を持つすべての学生を包摂できる

環境の整備や支援の取組をより一層

拡充する。 

エ 入学者選抜 

多様な能力や個性を持つ優秀な学

生の確保を図る。 

そのため、大阪公立大学の持つ魅

力を活かしながら積極的な広報活動

等を行うとともに、高大接続や入試

に関する国の改革の動向も見据えな

がら、アドミッション・ポリシーに

基づき、学力だけでなく多面的・総

合的な評価を行う多様な入学者選抜

を実施する。 

⑵ 研究に関する目標 

ア 研究力の強化 

大阪の発展をけん引する「知の拠

点」にふさわしい高度研究型大学と

して、長期的戦略に基づき、各専門

分野における学術研究の一層の高度

化と国際化を図るとともに、幅広い

学問体系を擁する強みを活かし、イ

ノベーション創出や現代社会の課題

解決に資する先端研究・異分野融合

研究及び地域課題解決型研究を推進

する。 

さらに、卓越した若手、女性、外

国人研究者等の採用・育成及び効果

的支援による研究力の一層の高度

化・国際化を目指す。 

   エ 学生支援の充実等 

     学生の資質・能力を育むために必

要な支援制度の充実や各種相談体制

の整備、就職や健康管理に関する支

援、学習環境の整備等を推進する。

障がい者の学ぶ機会をより一層拡充

するため、支援の取組を進める。ま

た、アジアをはじめとする海外から

の留学生を積極的に受け入れるため

の環境づくりを進める。 

オ 入学者選抜 

     大阪府立大学の教育目的・教育目

標に沿った優秀な学生を受け入れる

ため、高大接続や入試に関する国の

改革の動向も見据えながらアドミッ

ションポリシーに基づき、学力だけ

でなく多面的・総合的な評価を行う

多様な入学者選抜を実施する。 

  ⑵ 研究に関する目標 

ア 研究水準の向上 

高度研究型大学として、現代社会

における様々な課題の解決やイノベ

ーションの創出に資するため、大阪

府立大学の持つ強みを活用しつつ先

端的な研究や異分野融合による研究

等を推進する。 

イ 研究体制の整備等 

個々の教員の自発的な研究を推進

するとともに、幅広い社会的な課題

に対応するため、分野横断的な研究

体制で取り組む。他大学、研究機関、
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イ 研究推進・支援体制の整備 

研究者の創造的な発想に基づく高

度な学術研究や分野横断的な産学官

連携研究を機動的に推進できる研究

推進・支援体制を整備する。 

特に、大学の強みや特色となる研

究領域等への重点的投資により、グ

ローバル研究拠点やイノベーション

創出拠点の形成に取り組み、大学の

研究力の一層の高度化と国際的プレ

ゼンス向上を目指す。 

⑶ 社会貢献に関する目標 

ア 地域貢献 

(ｱ) 諸機関との連携強化   

行政機関、教育機関、産業界等

との連携強化を促進し、大阪をは

じめとする地域課題の解決に向け

た産学官ネットワークの中核的存

在となることを目指す。 

(ｲ) 地域で活躍する人材の育成   

地域貢献に関する科目を提供

し、地域に関する問題を把握し、

その解決策を考える教育を実施す

ることで、地域で活躍する人材を

育成する。 

(ｳ) 生涯学習への貢献   

社会に必要とされる専門人材養

成等のニーズを踏まえ、産業界等

とも連携し、リカレント教育の充

実を図る。 

また、生涯学習ニーズの高まり

企業、地方自治体などと連携し、オ

ープンイノベーションを推進すると

ともに、研究成果を広く発信し、連

携を進展させる。また、研究の推進

に当たっては、外部資金を積極的に

活用する。 

  ⑶ 社会貢献等に関する目標 

ア 研究成果の発信と還元による産業

活性化への貢献 

大阪府立大学の研究成果を広く発

信・社会還元をし、地域社会・国際

社会の発展に貢献する。実学に強み

がある大阪府立大学の特徴を活か

し、特に産学連携の取組の強化を通

じて、大阪の産業活性化に貢献する

取組を推進する。 

イ 生涯学習の取組の強化 

府民・地域の生涯学習ニーズに対

応するため、適正な受益者負担のも

と大阪府立大学の知的資源を活用

し、多様で質の高い生涯学習の機会

を提供する。また、交通の利便性を

活かした都市部サテライトでの社会

人向け公開講座の実施など、社会人

の学習の場の提供に努める。 

ウ 地方自治体など諸機関との連携の

強化 

大阪府、府内市町村等との連携を

強化し、具体的な政策課題等に対応

した共同研究・共同事業を実施する

など、大阪のシンクタンクとしての
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の中で、人々の知的探究心を満足

させるだけでなく、豊かな社会生

活のために、多様で質の高い学び

の機会を提供する。 

イ 産業活性化への貢献 

大学の研究成果や知的資源を広く

社会に発信・還元することで、社会

や産業の発展に寄与する。 

特に、地域産業との産学連携や人

材育成の取組等を推進し、地域産業

活性化に貢献する。 

⑷ 大阪の発展に貢献する２つの新機能

に関する目標 

ア 都市シンクタンク機能 

パブリックデータ分析や産学官ネ

ットワーク形成に優位性を持つ公立

大学の特性及び総合大学としての強

みを活かし、大阪府、大阪市等と密

接に連携を図りながら、異分野融合

による先端研究等を推進することに

より、都市課題解決に貢献する。 

また、これらの都市シンクタンク

機能の充実・強化に向け、体制整備

に取り組む。 

イ 技術インキュベーション機能 

文系から理系、医学、獣医学、情

報学分野までを持つ総合大学として

の強みを持ち寄り、企業等との連携

を進め、イノベーション創出に取り

組むことにより、産業の競争力強化

に貢献する。 

役割を果たす。また、大阪府の関係

機関との人的・技術的な連携協力を

進めるとともに、公的研究機関や国・

諸外国の関係機関などと連携するこ

とにより、地域社会の課題の解決に

貢献する。 

  ⑷ グローバル化に関する目標 

大阪府立大学が国際的な高度研究型

大学としてより一層発展するために、

大阪にある公立大学としての優位性を

活かしたグローバルな教育・研究・地

域貢献活動の展開を図る。特に、アセ

アン地域諸国などのアジアの大学や大

阪府・府内市町村との国際化施策と連

携しつつ取組を強化・推進する。 
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また、これらの技術インキュベー

ション機能の充実・強化に向け、体

制整備に取り組む。 

⑸ 国際力の強化に関する目標 

英語教育の強化や国際通用性の高い

教育カリキュラムの整備に取り組むこ

となどにより、異文化理解やコミュニ

ケーション力などを重視した教育を展

開し、グローバル化された社会で活躍

できる人材を育成する。 

また、海外の研究者・大学等との学

術交流や国際共同研究を推進するとと

もに、国際舞台で活躍できる若手研究

者の育成・支援を通じて研究の一層の

国際化・高度化を図り、大学の国際的

プレゼンス向上を目指す。 

さらに、優秀な留学生の受入れや学

生の海外派遣を推進することによっ

て、キャンパスのグローバル化を目指

す。 

⑹ 附属病院に関する目標 

ア 高度・先進医療の提供  

地域の拠点病院として、患者本位

の安全で質の高い医療と先進医療

を提供し、地域住民の健康増進と地

域医療の向上に寄与する。 

イ 高度専門医療人の育成 

医学部附属病院として、人間性豊

かで時代の要請に応える高度専門的

な医療人材を育成する。 

ウ 地域医療及び地域住民への貢献  
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地域医療機関（病院、診療所等）

との連携及び協力をさらに推進する

とともに、地域住民の健康づくり活

動に寄与する等、医療を通じた地域

貢献に積極的に取り組む。 

エ 安定的な病院の運営  

 経営の効率化をさらに推進する

とともに、経営基盤を強化し、安定

的な病院運営を図る。 

[削る] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 大阪市立大学に関する目標 

  ⑴ 教育に関する目標 

ア 人材育成方針及び教育内容 

(ｱ) 人材育成方針 

様々な分野において指導的役割

を果たせる、広い視野と高い専門

性を兼ね備えた、地域社会から国

際社会まで幅広く活躍できる人材

を育成する。 

(ｲ) 教育内容 

・学士課程における教育の充実  

総合大学の強みを活かした幅

広い教育を推進し、教養教育か

ら専門教育に至るまでの効果的

な学修を促進する。   

・大学院課程における教育の充実  

大学院教育の充実を図り、幅

広い知識と高度な専門性を兼ね

備えた研究者や職業人を養成す

る。 

・社会人教育の強化  

            社会ニーズに対応した高度な
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専門性を有する社会人を育成す

る。  

・中等教育との連携  

中等教育機関と連携し、学修

の動機づけや能動的学修等に協

力することにより、大学教育に

つながる一貫した人材育成を支

援する。 

イ グローバル人材の育成 

基礎的な思考力や主体的な行動力

等、社会で活躍するために必要な基

礎的能力に加え、外国語でのコミュ

ニケーション能力、異文化理解・活

用力を備えた国際社会で活躍できる

人材を育成する。 

   ウ 教育の質保証等 

       教育の質の改善・向上を図るため

の体制を強化するとともに、学習成

果の多面的な評価に基づいた教育の

自己点検・評価を継続的に実施し、

教育の充実に取り組む。また、分野

横断型の教育に対応しうる柔軟な教

育体制を構築するとともに、各組織

の機能充実を図る。 

    エ 学生支援の充実等 

       学生のニーズを把握し、学習環境、

キャンパスライフ、地域貢献活動、

就職活動、健康管理、メンタルヘル

ス等に関する取組を更に充実させ

る。また、障がいのある学生への支

援をさらに進める取組を行う。 
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   オ 入学者選抜 

       高大接続や入試に関する国の改革

の動向も見据えながら、優秀な学生

を受け入れるための入学者選抜を実

施する。 

  ⑵ 研究に関する目標 

ア 研究水準の向上 

高度研究型の総合大学として国際

的に卓越した研究力の強化を目指

し、先端的研究・異分野融合研究を

推進するとともに、都市にある総合

大学としての強みを活かし、これま

で取り組んできた都市科学分野の研

究をより一層推進する。  

イ 研究体制の整備等  

研究力の分析・評価により、戦略

的・効果的に研究活動を支援すると

ともに、研究活動に関する公表の促

進、他の大学や研究機関等との連携、

分野横断的な研究体制の構築等によ

り研究力の向上を図る。また、若手

研究者、女性研究者への支援を充実

させる。 

  ⑶ 社会貢献等に関する目標  

ア 地域貢献  

    (ｱ) シンクタンク機能の充実  

都市の成長と地域の発展に資す

るため、大阪市立大学の知的資源

を活用するとともに、他の大学や

研究機関等との連携を強化し、そ

の研究成果を社会に還元する。  
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    (ｲ) 大阪市との基本協定に基づく取

組  

大阪のシンクタンク機能を果た

すため、大阪市との連携をより一

層促進して、複雑化・高度化する

大阪の都市課題を的確に捉え、そ

の解決に取り組む。  

    (ｳ) 地域における人材の育成  

地域に開かれた大学として、生

涯にわたる多様な学びを提供する

ことにより、市民に対し広く大学

の知に触れる機会を提供し、地域

における人材育成を支援する。 

    (ｴ) 地域貢献態勢の整備  

大学に求められる社会ニーズの

把握に努め、大阪市立大学の知的

資源に関する情報の集積・発信を

行うための態勢を強化する。 

イ 産業活性化への貢献 

    (ｱ) 先端的研究分野での連携・態勢

整備 

先端的研究をはじめとする様々

な分野で、関連産業との共同研究

等を促進し、大阪市立大学の研究

力の向上を図るとともにイノベー

ションを創出し、産業の発展に寄

与する。  

    (ｲ) 地域産業との連携  

地域経済の成長のため、研究開

発や人材育成等において、中小企

業をはじめとする地域産業との連
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２ 大阪公立大学工業高等専門学校に関す

る目標 

⑴ 教育に関する目標 

ア 人材育成方針及び教育内容 

携を強化する。  

  ⑷ グローバル化に関する目標 

    国際力の強化のため、海外の教育・

研究機関等との教育・研究における交

流を促進する。また、留学生の受入れ

を拡大させるなど学内のグローバル化

を推進する。 

  ⑸ 附属病院に関する目標 

ア 高度・先進医療の提供  

地域の拠点病院として、患者本位

の安全で質の高い医療と先進医療を

提供し、市民の健康増進と地域医療

の向上に寄与する。  

イ 高度専門医療人の育成 

医学部附属病院として、人間性豊

かで時代の要請に応える高度専門的

な医療人材を育成する。  

ウ 地域医療及び市民への貢献  

地域医療機関（病院、診療所等）

との連携及び協力をさらに推進する

とともに、市民の健康づくり活動に

寄与する等、医療を通じた地域貢献

に積極的に取り組む。  

エ 安定的な病院の運営  

経営の効率化をさらに推進すると

ともに、経営基盤を強化し、安定的

な病院運営を図る。 

３ 高専に関する目標 

 

  ⑴ [同左] 

  ア [同左] 
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創造力と高い倫理観を持ち、ＤＸ

（デジタル・トランスフォーメーシ

ョン）の推進など、Ｓｏｃｉｅｔｙ

５．０に対応したリーダー的資質を

備える実践的技術者を養成するた

め、学生が主体的に知識を深め、ス

キルを高めることができる教育を推

進する。 

イ グローバル人材の育成 

 グローバル化が進む社会に対応で

きる技術者を育成するため、海外の

大学や企業と連携した海外インター

ンシップ派遣を積極的に推進するな

ど、グローバルな教育研究活動の展

開を図る。また、大阪公立大学と連

携した多文化交流を推進する。 

ウ 教育の質保証等 

 ディプロマ・ポリシー、カリキュ

ラム・ポリシー及びアドミッション・

ポリシーに基づく継続的な検証・見

直しを実施し、教育の内部質保証の

ためのＰＤＣＡサイクルの拡充や社

会のニーズに沿ったカリキュラムを

展開する教育体制の整備に取り組

む。 

また、大阪公立大学と大阪におけ

る社会・産業ニーズの情報を共有し、

教育に反映させる。 

エ 学生支援の充実等 

学生の資質・能力を育むため、学

生の修学機会を確保するとともに、

    創造力と高い倫理観を持つ、もの

づくりの場でのリーダー的資質を備

えた実践的技術者を養成するため、

学生が主体的に知識と技術を深める

ことができる教育を推進する。 

 

 

 

イ [同左] 

    グローバル化が進む社会に対応で

きる技術者を育成するため、海外の

大学や企業と連携した海外インター

ンシップ派遣を積極的に推進するな

ど、グローバルな教育研究活動の展

開を図る。また、両大学と連携した

多文化交流方法の検討を進める。 

ウ 教育の質保証等 

    ディプロマポリシー、カリキュラ

ムポリシー及びアドミッションポリ

シーに基づく継続的な検証・見直し

を実施し、教育の内部質保証のため

のＰＤＣＡサイクルの拡充や社会の

ニーズに沿ったカリキュラムを展開

する教育体制の整備に取り組む。 

 

    

 

 

エ 学生支援の充実等 

    学生の資質・能力を育むため、学

生の修学機会を確保するとともに、
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必要な支援体制の充実を進める。 

また、学生及び地域社会のニーズ

に合わせて、大阪公立大学との連携

により、工学をはじめとする幅広い

分野への就職を支援するとともに、

大学への編入学など多様な進路に

円滑に接続できるようにする。 

さらに、中百舌鳥キャンパス移転

に向けて、学生のよりよい修学環境

を整備するとともに、授業、課外事

業、インターンシップ等をより一層

円滑に行うことができるよう、大阪

公立大学と連携して取り組む。 

オ 入学者選抜 

高専の目的及び使命に沿った優秀

な学生を確保するため、大阪公立大

学と連携し効果的な広報活動を行う

とともに、府内外から学生募集を行

うなど、アドミッション・ポリシー

を踏まえ、多様な入学者選抜を実施

する。 

  [削る] 

 

 

 

 

 

⑵ 社会貢献に関する目標 

ア 産学連携の推進 

民間企業等からの技術相談等、産

学連携を活性化させ、産業や地域社

必要な支援体制の充実を進める。 

また、学生及び地域社会のニーズ

に合わせて、工学に関連する幅広い

分野への就職を支援するとともに、

本科から大学への編入学や専攻科か

ら大学院への進学など多様な進路に

円滑に接続できるようにする。 

 

 

 

   

 

 

オ [同左] 

    高専の目的及び使命に沿った学生

を確保するため、アドミッションポ

リシーを踏まえた効果的な広報活動

と多様な入試を実施する。 

 

 

 

 ⑵ 研究に関する目標 

両大学と連携を深めながら、外部と

の共同研究の拡大を図るとともに、特

に若手教員の研究業績を向上させ、大

阪を中心とするものづくり産業の発展

に資する研究を推進する。 

 ⑶ 社会貢献等に関する目標 

ア 研究成果の発信と社会への還元 

研究成果を効果的かつ積極的に社

会に発信し還元することにより、産
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会の発展に貢献する。 

[イ 略] 

３ 大阪府立大学及び大阪市立大学に関す

る目標 

⑴ 教育に関する目標 

大阪公立大学の運営と整合性等をと

って、円滑かつ効果的、効率的に運営

を行い、両大学に在学する者がいなく

なる日までの間、教育を保障する。 

ア 人材育成方針及び教育内容 

両大学の人材育成方針に基づき、

継続して質の高い教育を保障する。 

イ 学生支援の充実等 

在学生の資質・能力を育むために

必要な支援制度の充実や各種相談体

制の整備、就職や心身の健康に関す

る支援、学習環境の整備等を推進す

る。 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目 

標 

１ 運営体制 

理事長はマネジメント力を発揮して戦

略的に法人経営を行い、学長及び校長は

リーダーシップをもって教育研究等を推

進し、法人の経営及び大学・高専の運営

において、更なるガバナンスの強化を図

る。 

また、法人及び大学・高専の運営等を

担う事務組織において適切な役割分担の

もと、効率的に業務を行う。 

さらに、これらの取組に当たっては、

業や地域社会の発展に貢献する。 

[イ 同左] 

 [新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目

標 

１ 運営体制  

理事長はマネジメント力を発揮して法

人運営を行い、両大学の学長及び高専の

校長はリーダーシップをもって教育研究

等を推進する。そのために、役員や副学

長等の役割及び権限を明確にし、機動的

な運営を行う。 

また、法人及び両大学・高専の運営等

を担う事務組織において適切な役割分担

のもと、効率的に業務を行う。 

２ 組織力の向上  
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大学の統合効果を最大限発揮できるよう

進める。 

２ 組織力の向上 

組織の活性化を図るため、女性や外国

人の比率等について、具体的な数値目標

を設定し、その達成に向け取り組むなど、

計画的に多様な優れた人材の確保・活用・

育成・登用を行うとともに、それらの人

材が活躍できる環境を整備する。また、

機動的・弾力的な組織運営に努めるとと

もに、柔軟な人事制度を構築する。 

さらに、職員のスキルと経験、ポテン

シャルを最大限活用するという観点か

ら、法人及び大学・高専に適材適所に職

員を配置し、事務組織の活性化と全体の

事務能力の向上を図り、法人運営や教育

研究等のサポート体制を強化する。 

第４ 財務内容の改善に関する目標 

１ 自己収入等の確保 

授業料等の収入を安定的に確保すると

ともに、産学官連携活動の充実等による

外部資金獲得や寄附金確保に向けた組織

的な取組など、自己収入等の確保に努め

る。 

２ 効率的な運営の推進 

常に業務内容の点検を行い、業務コス

トの適正化や運営経費の抑制を図るとと

もに、大学の統合効果を最大限発揮でき

るよう、効率的な運営や資産の効果的な

活用を推進し、教育研究の充実等につな

げる。 

教職員組織の活性化を図るため、多様

な優れた人材の確保・活用・育成・登用

を行うとともに、教職員に対する評価制

度を適正に運用する。また、機動的・弾

力的な組織運営に努めるとともに、柔軟

な人事制度を構築する。 

さらに、職員のスキルと経験、ポテン

シャルを最大限活用するという観点か

ら、法人及び両大学・高専に適材適所に

職員を配置し、事務組織の活性化と全体

の事務能力の向上を図り、法人運営や教

育研究等のサポート体制を強化する。 

３ 施設設備の有効利用等 

施設設備の有効利用や機器の共同利用

の方策を検討し、効率的・効果的な運用

を図る。 

 

第４ [同左] 

１ [同左]  

授業料等の収入を安定的に確保すると

ともに、産学官連携活動等の充実等によ

る外部資金獲得や寄附金確保に向けた組

織的な取組など、自己収入等の確保に努

める。 

２ [同左] 

常に業務内容の点検を行い、業務コス

トの適正化や運営経費の抑制を図るとと

もに、資産を効果的に活用し、効率的な

運営を推進する。 
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第５ 自己点検・評価及び当該状況に係る情

報の提供に関する目標 

[１ 略]  

２ 情報の提供と戦略的広報の展開 

法人及び大学・高専の各種情報を適切

に公表し、社会への説明責任を果たすと

ともに、プレゼンスを高めるための戦略

的な広報を展開する。 

第６ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備等 

大阪府、大阪市及び法人間で緊密に連

携し、森之宮キャンパス等のキャンパス

整備及び集約化に伴う学舎整備等の必要

な取組を行う。 

良好な教育研究環境の整備のため、施

設設備の計画的な維持保全・更新等を行

うとともに、効率的・効果的な運用を図

る。 

２ 新施設の開設に向けた取組の推進 

平成31年４月に大阪市が策定した「住

吉市民病院跡地に整備する新病院等に関

する基本構想」を踏まえ、新施設の令和

７年度中の開設に向け、大阪市と連携し

て準備を進める。 

３ 環境マネジメント 

法人及び大学・高専の運営に伴う環境

への負荷の軽減や環境保全の推進のた

め、環境に配慮した運営を行う。 

４ 安全・危機管理等 

学生及び教職員が安全かつ安心して活

動できるよう、教育研究環境を整えると

第５ [同左] 

  

[１ 同左]  

２ [同左]  

法人及び両大学・高専の各種情報を適

切に公表し、社会への説明責任を果たす

とともに、プレゼンスを高めるための戦

略的な広報を展開する。 

第６ その他業務運営に関する重要目標  

１ 施設設備の整備等 

耐震化や老朽化対策など安全快適な教

育研究環境の整備のため、施設整備プラ

ン等に基づき、改修及び維持保全・更新

等を計画的に行う。 

２ 安全管理等 

学生及び教職員が安全かつ安心して活

動できるよう、教育研究環境を整えると

ともに、学内の安全管理体制を整備する。

また、安全教育や環境保全に関する研修

の実施などにより、教職員及び学生に対

する意識の向上を図る。 

３ 人権の尊重 

法人及び両大学・高専のすべての活動

において、人権尊重の視点に立った業務

遂行の徹底を図る。 

４ コンプライアンスの徹底  

研究公正の推進や研究費不正使用の防

止などの不正事案の未然防止を図るた

め、業務の適正を確保するための体制を

整備し、コンプライアンスを徹底するた

めの取組を強化する。 
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ともに、学内の安全管理体制を整備する。    

安全教育等に関する研修の実施などに

より、教職員及び学生に対する意識の向

上を図る。 

情報資産の保護と利活用のため、情報

セキュリティの維持、向上に努める。 

また、国際交流における安全対策をは

じめ、法人及び大学・高専の諸活動にお

ける安全性の向上を図り、環境の変化に

即したリスクマネジメント対応を行う。 

５ 人権尊重及びコンプライアンス 

法人及び大学・高専のすべての活動に

おいて、人権尊重の視点に立った業務遂

行の徹底を図る。 

また、法令等に基づく適切な業務管理

や研究公正の推進のため、業務の適正を

確保するための体制を整備し、コンプラ

イアンスを推進するための取組を強化す

る。 

６ 大学・高専支援者との連携強化 

卒業生組織や保護者等関係者との連携

を深めるとともに、広く大学及び高専の

支援者等の拡大に取り組み、支援のネッ

トワークを強化する。 

[削る] 

 

 

 

 

 

 

５ リスクマネジメントの徹底  

情報セキュリティ対策や国際交流にお

ける安全対策をはじめ、法人及び両大学・

高専の諸活動における安全性の向上を図

り、環境の変化に即したリスクマネジメ

ント対応を行う。  

６ 支援組織の強化  

卒業生組織や保護者等関係者とのさら

なる連携を深め、両大学及び高専への支

援のネットワークを強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 両大学の統合等に関する目標  

１ 両大学の統合による新大学実現へ向け

た取組の推進 

世界的な大学間競争を勝ち抜き、より

強い大阪を実現するための知的インフラ

拠点としての存在感を高めるため、「新大

学基本構想」を踏まえ、大阪の発展をけ
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ん引する「知の拠点」となる新大学を2022

年度に設置する。両大学の統合にあたっ

ては、ガバナンスを強化して取り組み、

その効果を最大限発揮する。 

教育研究組織については、まずは両大

学の同種分野の融合を着実に進める。 

さらに、幅広い学問体系を擁する総合

大学としての特性を踏まえながら新大学

の強みと特徴をより明確に打ち出すた

め、有限の人材、財源、大学設備等の資

源を最大限に有効活用することにより、

選択と集中の視点を入れつつ、時代の要

請に応じて学部、研究科等の設置を検討

する。 

キャンパス再編及びそれに伴う整備に

ついては、大阪府、大阪市及び法人間で

緊密に連携して取り組む。 

２ 両大学の連携の推進 

両大学統合までの間は、両大学の経営

面の一元化と教学面の連携をさらに強化

し、大学業務や教育研究等の共同実施等

をさらに推進する。また、「都市シンクタ

ンク」機能や「技術インキュベーション」

機能の充実・強化に向けた体制整備に取

り組む。 

 ３ 新大学に関する目標 

⑴ 大学として求められる基本的役割の

さらなる強化 

ア 教育に関する目標 

(ｱ) 人材育成方針及び教育内容 

ａ 人材育成方針 
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・ 社会変化に対応する人材育

成 

大学への社会的要請を踏ま

え、幅広い知識や専門領域の

基礎的知識に加え、実践的態

度、倫理的態度、創造的な知

性という広義の教養を備え、

卒業後も学び続ける姿勢を身

に付けることができるよう、

全学共通の基幹教育や高度専

門教育を充実し、社会変化に

対応する人材育成を実施す

る。 

・ 高度な専門性を有する人材

の養成 

基礎的・応用的研究をリー

ドする指導的研究者、世界で

活躍する若手研究者を育成す

る。 

また、複雑多様化する社会

を支えけん引する高度専門職

業人を育成する。 

さらに、大阪の発展に貢献

する高度専門職業人、専門的

な知識・技能等を有する企業

の経営者・従業員、行政職員、

学校教員等を養成するため、

社会人のリカレント教育を充

実する。 

ｂ 教育内容 

・ ５つの基礎力を育成するた
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めの基幹教育 

教養、専門的能力、情報収

集・分析力、行動力及び自己

表現力の５つの力を身に付け

て社会の中で発揮できる人材

を育成するため、科目群を体

系的に配置する。 

様々な学問分野への志向性

を持つ学生の多様な考えを一

堂に会して融合し、確かな論

理的思考能力と豊かな感性

や、倫理的態度を備えさせ、

また、卒業後も続く友ぎ的関

係の醸成、専門教育への確実

な連結を深める教育を行う。 

(ｲ) 教育の質保証 

教育の質の改善・向上を図るた

めの体制を構築するとともに、学

習成果の多面的な評価に基づいた

教育の自己点検・評価を継続的に

実施し、教育の質保証に取り組む。 

(ｳ) 学生支援の充実 

学生の資質・能力を育むために

必要な支援制度の充実や各種相談

体制の整備、学習環境の整備等を

推進する。また、障がい者の学ぶ

機会をより一層拡充するため、支

援の取組を進める。 

(ｴ) 入学者選抜 

新大学の教育目的・教育目標に

沿った優秀な学生を受け入れるた
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め、高大接続や入試に関する国の

改革の動向も見据えながら、アド

ミッションポリシーに基づき、学

力だけでなく多面的・総合的な評

価を行う多様な入学者選抜を実施

する。 

イ 研究に関する目標 

(ｱ) 研究水準の向上 

ａ 先端研究、異分野融合研究等

の推進 

理系・文系・医療系の幅広い

学問体系を擁する総合大学とし

ての強みを活かし、基礎から応

用までの一貫した研究を充実す

るとともに、世界をリードする

先端研究や、分野の垣根を越え

た複合的研究・異分野融合研究

の開拓・推進に重点的に取り組

む。 

ｂ 地域課題解決型研究の推進 

社会の複雑な問題や研究課題

に取り組むため、研究者や専門

家が横断的に集い、文理融合研

究・学際的な研究に取り組み、

地域課題解決型研究を推進し、

国際的な研究モデルへ発展する

ことを目指す。 

(ｲ) 研究体制の整備等 

ａ グローバル研究拠点の形成 

新大学の強みとなる分野や、

特色ある研究への重点的な投
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資、国内外で活躍する著名な研

究者の招へいや登用により、グ

ローバル研究拠点となることを

目指す。 

また、海外の大学及び研究機

関との間で、若手研究者や大学

院生の派遣及び受入れを行い、

グローバルに活躍できる研究者

の育成を図る。 

ｂ イノベーション創出拠点の形

成 

国内外の大学や研究機関等と

連携し、イノベーション創出拠

点の形成を推進する。 

また、大阪の成長戦略を実現

するために、自由な発想に基づ

くテーマ型研究に加え、組織的

に取り組む戦略投資型研究の両

面から、イノベーションの創出

を目指す。 

ウ 社会貢献等に関する目標  

(ｱ) 地域貢献 

ａ 諸機関との連携強化 

大学、小学校・中学校・高等

学校、研究機関、行政機関、産

業界、医療・保健機関等との連

携強化を促進し、大阪における

産学官ネットワークの中核的存

在となることを目指す。 

ｂ 地域課題の解決に資する人材

の育成 
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地域貢献に関する科目を体系

的に提供し、地域に関する問題

を把握し、その解決策を考える

教育プログラムを実施する。 

ｃ 生涯学習の取組の強化 

生涯学習ニーズの高まりの中

で、人々の知的探究心を満足さ

せるだけでなく、豊かな社会生

活のために、必要な学びの場を

提供する。 

(ｲ) 地域産業活性化への貢献 

最先端の研究成果を社会に還元

するため、大学の保有する技術を

積極的に紹介し、地域の金融機関、

自治体、商工会議所等の支援も得

て、地域産業の活性化につなげる。 

また、経営ノウハウとチャレン

ジ精神を持った起業家を目指す人

材や、ものづくり関連中小企業の

後継者を育成し、地域の中小企業

振興に貢献する。 

⑵ 大阪の発展に貢献する２つの新機能

の整備 

ア 都市シンクタンク機能に関する目

標  

高齢化の進展や長引く経済低迷な

ど、高度化・複雑化する様々な都市

課題に対し、これまでの研究で培わ

れた高度な知見を活かしつつ、パブ

リックデータの分析や産学官ネット

ワークなどを活用し、大阪府、大阪
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別表第１（学域、学部等、研究科）【2021年度

まで】 

 [表 略] 

備考 

[１・２ 略] 

３ 大阪府立大学生命環境科学部につい

ては、令和３年５月31日に廃止してい

市等と密接に連携しながら大阪の都

市課題解決に貢献する。 

イ 技術インキュベーション機能に関

する目標  

理学・工学・農学・医学・獣医学・

生活科学等、様々な分野の強みを持

ち寄り、企業連携を進め、新たな研

究に取り組むことにより大阪産業の

競争力強化に貢献する。 

⑶ 国際力の強化 

ア 高度な研究力を基盤とし、海外の

大学等と連携し、研究を推進するな

ど、国際競争力を強化する取組を展

開する。 

イ グローバル化された社会で活躍で

きる人材を育成するため、異文化理

解やコミュニケーション力などを重

視した教育を展開する。 

ウ 海外ネットワーク等を活かし、地

域課題への貢献と国際展開を図る。 

エ 学生の国際流動性を高めるため、

海外からの留学生の受入れや海外へ

の留学に対する支援制度を充実す

る。 

別表第１（学域、学部等、研究科）【2021年度

まで】 

 [表 同左] 

 備考 

  [１・２ 同左] 

  [新設] 
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る。 

別表第２（学域、学部等、研究科）【2022年度

以降】 

 [表 別紙２ 挿入] 

 

別表第２（学域、学部等、研究科）【2022年度

以降】 

 [表 別紙１ 挿入] 

備考 表中及び表中に挿入される別紙の[ ]の記載並びに対象規定の二重傍線を付した標

記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 
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[別表第２（学域、学部等、研究科）【2022年度以降】 別紙１] 

大 
学 
名 
等 

新大学 大阪府立大学 大阪市立大学 

大阪府立大学 

工業高等専門

学校 

 

現代システム

科学域 

文学部 

法学部 

経済学部 

商学部 

理学部 

工学部 

農学部 

獣医学部 

医学部 

看護学部 

生活科学部 

現代システム

科学域 

工学域 

生命環境科学

域 

地域保健学域 

生命環境科学

部 

 

[同左] [同左] 

研 
究 
科 

現代システム

科学研究科 

文学研究科 

法学研究科 

経済学研究科 

経営学研究科 

都市経営研究

科 

情報学研究科 

理学研究科 

工学研究科 

農学研究科 

獣医学研究科 

医学研究科 

工学研究科 

生命環境科学

研究科 

理学系研究科 

経済学研究科 

人間社会シス

テム科学研究

科 

看護学研究科 

総合リハビリ

テーション学

研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

[同左] [同左] 

 

 

学
域
、
学
部
等 
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リハビリテー

ション学研究

科 

看護学研究科 

生活科学研究

科 

備考 

 １ 大阪府立大学の「学域、学部等」の右欄に掲げる学部については、2012年度入学者から 

学生募集を停止している。 

２ 大阪市立大学創造都市研究科の修士課程については、2018年度入学者から学生募集を停

止している。 

３ 新大学の学域、学部及び研究科の名称等については、今後の認可申請において変更が生

じる可能性がある。 
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[別表第２（学域、学部等、研究科）【2022年度以降】 別紙２] 

大 
学 
名 
等 

大阪公立大学 

 

大阪府立大学 大阪市立大学 

大阪公立大学 

工業高等専門

学校 

 

現代システム

科学域 

文学部 

法学部 

経済学部 

商学部 

理学部 

工学部 

農学部 

獣医学部 

医学部 

看護学部 

生活科学部 

現代システム科学域 

工学域 

生命環境科学域 

地域保健学域 

 

 

[略] [略] 

研 
究 
科 

現代システム

科学研究科 

文学研究科 

法学研究科 

経済学研究科 

経営学研究科 

都市経営研究

科 

情報学研究科 

理学研究科 

工学研究科 

農学研究科 

獣医学研究科 

医学研究科 

工学研究科 

生命環境科学研究科 

理学系研究科 

経済学研究科 

人間社会システム科学研究科 

看護学研究科 

総合リハビリテーション学研究

科 

 

 

 

 

 

 

[略] [略] 

 

学
域
、
学
部
等 
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リハビリテー

ション学研究

科 

看護学研究科 

生活科学研究

科 

 

 

 

 

 

 

備考 大阪市立大学創造都市研究科の修士課程については、2018年度入学者から学生募集を停 

止している。 

 

  



 

32 

 令和３年９月15日提出 

大阪市長  松 井 一 郎 

 

説 明 

 大阪府立大学及び大阪市立大学を統合して大阪公立大学を設置することに伴い、教育研究等の質

の向上に関する目標、業務運営の改善及び効率化に関する目標等を変更するため、公立大学法人大

阪に係る第１期中期目標の一部を変更する必要があるので、地方独立行政法人法第25条第３項の規

定により、この案を提出する次第である。 
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（参考） 

地方独立行政法人法（抄） 

（中期目標） 

第25条 省 略 

２ 省 略 

３ 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委

員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 

 


